
公募型プロポーザル実施の公告 

 

 

橋本市庁舎整備基本構想・基本計画策定支援委託業務について、公募型プロポーザル方式

により契約候補者の選定を行うので、次のとおり公告する。 

 

令和７年４月１４日 

 

橋本市長　平木　哲朗 

 

１．業務概要 

⑴ 業務名 

　　橋本市庁舎整備基本構想・基本計画策定支援委託業務 

⑵ 業務内容 

　　橋本市庁舎整備基本構想・基本計画策定支援委託業務仕様書のとおり 

⑶ 履行期間 

　　契約日の翌日から令和９年３月１５日 

⑷ 委託上限金額 

　　４５，３７９，４００円(２ヵ年総額。消費税及び地方消費税を含む)を上限額とする。各会計年 

度における委託金額の支払限度額は次のとおりとする。 

令和７年度　２２，１４１，９００円(消費税及び地方消費税を含む) 

令和８年度　２３，２３７，５００円(消費税及び地方消費税を含む) 

 

2．参加資格要件 

公募型プロポーザルに参加できる者は、契約候補者の選定までの間において、次に掲げ 

る要件を満たす者とする。 

⑴ 橋本市建設工事及び委託業務請負業者入札参加資格要綱（平成１８年橋本市告示第１５５

号）に規定する令和６・７年度橋本市入札参加資格登録者名簿（以下「資格登録者名簿」

という。）に登録されていること。 

※（1)の資格登録者名簿に登録されていない場合は、次に掲げる書類を一次審査におけ 

る参加申込書（様式２)に添付すること。 

ア　履歴事項全部証明書 

イ　財務諸表(過去２年分) 



ウ　直近年度の法人市民税(市内業者の場合)、法人税、消費税及び地方消費税の納税証 

明書（未納がないことが確認できるもの） 

エ　業務経歴書 

オ　印鑑証明書の写し 

⑵ 橋本市建設工事等契約に係る入札参加資格停止基準（平成１８年橋本市告示第２７１号）

に基づく入札参加資格停止、橋本市物品購入等契約に係る入札参加停止基準（平成２６年

橋本市告示第８７号）に基づく入札参加資格停止または橋本市建設工事等の適正な履行の

確保に係る入札参加回避基準（平成 18 年橋本市告示第 165 号）の入札参加回避の措置を

受けていないこと。 

⑶ 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４第１項及び第２項の規定に

該当しないこと。 

⑷ 会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づく更生手続開始の申立てをしている者(更

生手続開始の決定を受けている者を除く。)又 は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)

に基づく再生手続開始の申立てをしている者(再生手続開始の決定を受けている者を除

く。)でないこと。 

⑸ 次のアからカまでのいずれの場合にも該当しないこと。 

ア　役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又は支店若しく 

は常時契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下同じ。)が暴力団員による不当な 

行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条第６号に規定する暴力団 

員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 

イ　暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴 

力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる 

とき。 

ウ　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え 

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

エ　役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜 を供与するなど直 

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認めら 

れるとき。 

オ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら 

れるとき。 

カ　契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約 

を締結したと認められるとき。 

 



 

⑹ 過去１０年（平成２７年度～令和６年度）において、国又は地方公共団体発注の延べ床面

積５，０００㎡以上の行政庁舎(学校、病院、文化施設等を除く。) に関する基本構想・

基本計画策定業務実績を有すること。 

⑺ 本業務の実施にあたり、配置予定技術者(管理技術者、照査技術者、担当技術者)は、(6)

の業務実績を有すること。 

 

3．契約候補者の選定 

当該委託業務の履行に最も適した契約の相手方となる候補者を選定するため、「公募型プロ

ポーザル方式」により選定する。詳細については、「橋本市庁舎整備基本構想・基本計画策定支

援委託業務公募型プロポーザル実施要領」のとおりとする。 

 

4．予定している選定等のスケジュール 

  令和７年４月１４日(月) 実施公告及び参加申込開始 

４月２２日(火) 質問書提出締切 

４月２５日(金) 質問に対する回答 

４月３０日(水) 参加申込及び一次審査提出書類締切 

令和７年５月　７日(水) 一次審査結果通知 

５月１５日(木) 二次審査提出書類締切 

５月２１日(水) プレゼンテーション（二次審査）の実施 

５月２６日(月) 選定結果通知 

※上記スケジュールはやむを得ない事由がある場合は、市の判断で変更することがある。 

 

５．その他 

　上記のほか、提案募集の詳細、仕様書、書面様式等は、別に定める「橋本市庁舎整備基本構

想・基本計画策定支援委託業務公募型プロポーザル実施要領」及び「橋本市庁舎整備基本構

想・基本計画策定支援委託業務仕様書」のとおりとする。 

 

6．本公告に関する問合せ 

　〒６４８－８５８５　和歌山県橋本市東家一丁目１番１号 

橋本市総合政策部 政策企画課　企画情報係 

電話番号：０７３６－３３－１５７６ 

電子メール：kikakhsy@city.hashimoto.lg.jp 




